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はじめに

地方分権や広域連携、広域自治体制度（道州制など）は、
それぞれ次のようにとらえることができます。

今の都道府県制度のままで今の都道府県制度のままで今の都道府県制度のままで

地方分権

１

広域連携

今の都道府県制度を変えて今の都道府県制度を変えて今の都道府県制度を変えて

～道州制など～

CHANGE
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地方分権とは？

地方分権とは、国から地方（県・市町村）に対する関与
を廃止・縮小したり、国の事務権限や財源を地方に移した
りすることで、住民に身近な行政はできるだけ身近な地方
が行うことができるように、行政の仕組みを変えていこう
とするものです。

なぜ、地方分権が必要なの？なぜ、地方分権が必要なの？なぜ、地方分権が必要なの？

我が国は、高度成長によって世界有数の経済力を有する先進国と

なりましたが、一方で、国民のニーズが多様化し、これに伴う新た

な状況や課題（例えば、東京一極集中の是正、個性豊かな地域社会

の形成、少子高齢化への対応など。）に従来の全国画一的な中央集

権型行政システムでは、的確に対応することが困難となってきてい

ます。

このため、中央省庁主導

の縦割りの画一的行政シス

テムから住民主体の個性的

で総合的な行政システムへ

転換を図り、地域のことは

地域で決めることができる

ようにすることが必要とさ

れています。

２

個性豊かな
地域社会の
形成

少子高齢化
への対応

東京一極
集中の是正

2



4

地方分権でどう変わるの？地方分権でどう変わるの？地方分権でどう変わるの？

地方分権により、これまで以上に地域のことは地域で決めることが

できるようになります。

皆さんの知恵や工夫を地域づくり・くらしづくりに反映皆さんの知恵や工夫を地域づくり・くらしづくりに反映

これまで以上に、県民の皆さんの知恵や工夫を地域づくり・くらしづ

くりに反映させることができるようになります。

地域の実情に沿った行政運営地域の実情に沿った行政運営

県や市町村は、自主性・自立性をもって、自らの判断の下に、地域の

実情に沿った行政を行うことができるようになります。

新たな行政課題への対応新たな行政課題への対応

地方分権により、県や市町村の役割が増大すると、それに伴う新たな

行政課題が生まれます。厳しい財政状況の中、限られた行政資源を有効

に活用するため、行政改革を推進しながら新たな行政課題に対応してい

くことになります。
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地方分権を進めることは、

「個性豊かで、活力に満ちた地域社会」

の実現につながるのです。



地方分権の実現イメージ地方分権の実現イメージ地方分権の実現イメージ

二重行政の解消二重行政の解消

国

県？

県窓口一元化

適切な支援を
より早く

事務権限の移譲事務権限の移譲

大規模な農地転用許可は、国の権限ですが、県に権限移譲すると、

地域の実情に応じた許可ができるようになります。

効率的かつ地域の実情
に応じた施策実施

国

県

例えば例えば ・・・・・・ 中小企業等支援の県への一元化中小企業等支援の県への一元化 （実施予定）（実施予定）

例えば例えば ・・・・・・ 県による大規模な農地転用許可県による大規模な農地転用許可 （実施に向けて検討中）（実施に向けて検討中）
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中小・ベンチャー企業に対する支援は、国も県も行っていますが、

個別企業への支援を県に一元化すると、一つの窓口で適切な支援を

より早く受けることができるようになります。
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税源の移譲税源の移譲

国の義務付け・枠付けの廃止・縮小国の義務付け・枠付けの廃止・縮小

租税収入の割合は、国：地方で６：４となっていますが、当面５：５

となるように税源移譲による地方税の充実・強化を図るべきです。

例えば例えば ・・・・・・ 地方税の充実・強化地方税の充実・強化 （実施に向けて地方から要望中）（実施に向けて地方から要望中）

例えば例えば ・・・・・・ 外部搬入による保育所での給食外部搬入による保育所での給食 （実施に向けて検討中）（実施に向けて検討中）

調理施設が必要

外部搬入を認めない

外部搬入ができる

地域の実情に
応じた運営

歳入 歳出 歳入 歳出

当面当面

受益と負担
の明確化

税収と最終支出
に大きな乖離

国：地方

６６ ：： ４４ ４４ ：： ６６ ５５ ：： ５５ ４４ ：： ６６

国：地方 国：地方 国：地方
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保育所は調理施設を設けることが義務付けられていますが、この

義務付けが廃止されると、地域の実情に応じた運営ができるように

なります。



国の過剰関与の廃止・縮小国の過剰関与の廃止・縮小

例えば例えば ・・・・・・ 補助事業による施設の処分の弾力化補助事業による施設の処分の弾力化 （実施予定）（実施予定）

廃校舎は、補助目的外の利用が
厳しく制限されている 木材加工や直売所、木工体験教室の開設

などに転用できる

地域産業の活性化
施設利用の促進

簡素な

手続きで
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国の補助事業で整備した施設では、補助目的外の利用や譲渡などが

厳しく制限されていますが、制限を緩和し、手続きを簡略化すると、

施設の効率的な活用につながります。



地方分権を進めるには地方分権を進めるには地方分権を進めるには

地方分権の基本原則地方分権の基本原則

住民に最も近い市町村が優先します！

明快・簡素・効率的な行政を実現します！

自由度を拡大し、国に依存せず責任をもって行政を担い、相互に支え合います！

受益と負担を明確にし、住民が主体的に政策を選択・決定します！

情報公開を徹底し、ガバナンスを強化するとともに、住民の参加を進めます！

地方分権への懸念は解消できる！地方分権への懸念は解消できる！

・ ・ ・ 国でなくても統一性は確保できるの？

法律で基準を定めることなどで十分に担保できます。

・ ・ ・ 国でなくても広域性は確保できるの？

地域相互の調整や連携で対応できます。

・ ・ ・ 国でなくても専門性が確保できるの？

地方でも専門性は確保できるし、

専門性を有する国の職員を移して対応することもできます。

国と地方の役割分担国と地方の役割分担

もちろん、国が責任を持つべき部分は、国に残す必要があります。

自由 責任
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税源移譲

国庫補助
負担金改革

交付税改革

地方の自由度・
裁量度の拡大

平成１９年度より所得税から
住民税への３兆円の税源移譲

平成16年度までに４兆円を上回る
規模の国庫補助負担金の改革

交付税（臨財債を含む）は
平成16～18年度で△５兆円抑制

第
一
期
分
権
改
革

H 5.6 地方分権の推進に関する決議（衆議院・参議院）

H 7.5 地方分権推進法制定（H7.7 施行）

H 7.7 地方分権推進委員会発足（第１～５次勧告）

H11.7 地方分権一括法制定（H12.4 施行）

機関委任事務制度の廃止及び事務区分の再構成等

三
位
一
体
の
改
革

国
の
関
与
の
存
続
、
地
方
の
自
由
度
拡
大
は
不
十
分

〜
未
完
の
改
革
〜

第
二
期
分
権
改
革

新分権一括法＜仮称＞制定（改革の実現）新分権一括法＜仮称＞制定（改革の実現）新分権一括法＜仮称＞制定（改革の実現）

地方分権改革の経緯と最近の動向地方分権改革の経緯と最近の動向地方分権改革の経緯と最近の動向

第一期分権改革は、未完の改革に終わったと言われています。
現在、第二期分権改革（平成１９～２１年度）が進められています。

H20.12 第２次勧告（義務付け及び国出先機関の見直し）

H19.3 地方分権改革推進委員会の発足

H18.12 地方分権改革推進法の成立（H19.4施行3年間の時限法）

H19.6 地方分権改革推進本部（政府）の発足

H20.5 第１次勧告（事務権限の移譲、財産処分の弾力化など）

＜H20.6 地方分権改革推進本部決定＞
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広域連携の取り組み

北 東 北 ３ 県 の 広 域 連 携

広域連携は、課題解決のための手段の一つ。課題や目的によって連携の仕方

や相手が異なります。

○ 北東北広域連携推進協議会（官民協働）
｢北東北広域連携構想｣(平成11年10月策定)の実現を図るため､交流･連携事業を実施

○ 北東北広域政策推進会議（行政）
｢北東北のグランドデザイン｣を策定(平成17年９月)

【広域連携全般の推進組織】

○ 北東北三県観光立県推進協議会
○ 北海道・北東北地球温暖化対策推進本部（４道県）
○ 北東北グリーン・ツーリズム推進協議会
○ 北のくに健康づくり推進会議（４道県）
○ 北東北３県自動車技術研究会

【主な広域連携組織】

○ 合同事務所
県外事務所 ４ヶ所、アンテナショップ ２ヶ所、海外事務所 １ヶ所（４道県）

○ 地方債「北東北みらい債」共同発行
○ 産業廃棄物税及び環境保全協力金制度の共同整備・導入

【主な連携事業】

北東北３県（青森・岩手・秋田）は、互いに隣接し、自然環境、生活分野や

経済社会の面でつながりが深く、共通課題や広域的課題があることから、平成

９年度から開催している知事サミット（平成１３年度からは北海道も参加）の

合意事項を中心に、様々な分野で広域連携の実績を積み上げてきました。

３

○ 北東北三行（青森銀行、岩手銀行、秋田銀行）の提携
・ＡＡＩネット（ＡＴＭの相互開放）
・共同ビジネスネットＮetbix（ネットビックス）
・ビジネス商談会の共同開催

○ 北東北大学・医療機関
・単位互換（弘前大学、岩手大学、秋田大学）
・がん診療体制の確立（弘前大学、岩手医科大学、岩手県立大学、秋田大学など）

○ 商品化の実現
・Ａラインカップ限定らーめん、Ａ～ッ!!弁当、さくらワイン

【県以外が主体となっている取り組み例】
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○ 平成20年度の第12回北海道・北東北知事サミットまでで、134項目を
合意

○ 第10回同知事サミットにおいて、それまでに合意された114項目につ
いて、半分以上を占める60項目が当初の目標を達成し、

・ 広域的行政課題への対応
・ 情報発信力の強化
・ 行財政運営の効率化 など

全体として所要の成果を挙げていると評価されています。

○ 今後は、地域の将来像を共有しながら、より困難な課題にも積極的
に取り組んだり、県だけでなく、NPO、民間企業、市町村など、様々
な主体が交流・連携を進めていくことが期待されます。

知事サミットを契機とした広域連携の評価と今後

そ の 他 の 広 域 連 携

北海道道南圏と青森県

北海道・東北６県・新潟県

○ 青函インターブロック交流圏構想推進協議会

青森県と北海道（渡島支庁・檜山支庁）が中心となり、官民協働で青函地域

（青森県と北海道道南圏）の交流・連携を進める活動を行っています。

○ 北海道・東北未来戦略会議

北海道・東北の８道県 （北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県

・福島県・新潟県）の知事及び各地域の経済団体のトップが集まり、北海道

・東北地域の総合的な発展に向けて、官民の連携の下に進めるべき諸課題

の検討などを行っています。
10



これからの県のあり方は？

広域的行政課題の増大広域的行政課題の増大広域的行政課題の増大

今日の交通・通信・情報手段の発達による生活

圏・経済圏の拡大やグローバル化・ボーダレス化

の進展に伴い、県境を越えた環境問題や観光振興

、経済圏域に見合った総合交通網の整備、さらに

は地域国際化に対応できる交流圏域の整備など、

広域的な新しい行政課題が増大してきており、こ

れらの行政課題に的確に対応していく必要があり

ます。

４

議論の背景は？

国際競争力の強化国際競争力の強化国際競争力の強化

経済のグローバル化が急速に進む中で、国際競争を勝ち抜くためには、現在の

県の経済規模や能力を超える、スケールメリットを活かした国際競争力の強化が

必要と考えられます。

人口（千人） 面積（ｋ㎡） 総生産額（兆円）

ギリシア １０，０２０ 北海道 ８４，４５４ スウェーデン ３５．０

東北６県 ９，８０８ オーストリア ８３，８５８ 東北６県 ３３．３

スウェーデン ８，８９６ チェコ ７８，８６６ オーストリア ２９．３

オーストリア ８，１３０ アイルランド ７０，２７３ ノルウェー ２５．６

北海道 ５，６７９ 東北６県 ６６，８８９ 北海道 ２０．８

デンマーク ５，３５９ オランダ ４１，５２６ マレーシア １２．０

総務省：「世界の統計２００５」より
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厳しい地方財政厳しい地方財政厳しい地方財政

現在、地方財政は極めて厳しい状況にあります。地方自治体においては、

地方分権時代にふさわしい簡素で効率的な行財政の仕組みを確立するため、

これまで以上に徹底した行財政改革の推進や施策の選択・重点化を行うと

ともに、行財政運営の透明性の向上を図り、地方財政の健全化に努める必

要があります。

自主財源
39 .3

依存財源
60.7

県税

20 .1

諸収入

9.2

その他

9.7

地方交付税

31 .0

国庫支出金

14 .8

県債

14 .1

その他

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２０年度 青森県当初予算（歳入）

人口減少・少子高齢化の進展人口減少・少子高齢化の進展人口減少・少子高齢化の進展

今後は、人口減少・少子高齢化が進展していきます。これに対し、早急に

対応していくことが求められます。

青森県の将来推計人口
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